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地方拠点都市地域

 

高千穂町

日之影町

門川町 

諸塚村

椎葉村

木城町西米良村

西都市

川南町

高鍋町

新富町

国富町

綾町

えびの市 

高原町

都城市

三股町

串間市          

美郷町 

五ヶ瀬町

延岡市

宮崎市

日南市

都農町

日向市

小林市

都城地方拠点都市地域
平成5年4月27日知事指定

宮崎県北地方拠点都市地域
平成 6年 9月 8日知事指定
平成18年12月21日地域の変更

○ 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の
再配置の促進に関する法律に基づく指定地域
（平成4年法律第76号）


